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1.はじめに 

 

平成 23 年台風 12 号は、8 月 30 日から 9 月 6

日にかけて広い範囲に大雨を降らせた。特に紀伊

半島では記録的な豪雨となり、三重県、奈良県、

和歌山県で洪水災害、土砂災害が多発した(3 県に

おける土砂災害 101 件 1)、死者 71 名、行方不明

者 16 名 2))。消防研究センターでは、9 月 12～13

日に三重県と和歌山県、2 月 8～10 日に奈良県と

和歌山県の災害を調査するとともに、12 月に和歌

山県新宮市、那智勝浦町、田辺市の 3 消防本部へ

対応状況の聞き取り調査を行った。本稿では、こ

れら調査の結果の概要を報告する。 

 

 

2.災害の概要 

 

台風 12 号は、南の海上で一旦西寄りに進路を

変え、9 月 3 日 10 時頃に四国に上陸し、4 日未明

に日本海側に抜けた。大型でゆっくりと移動した

ため、紀伊半島を中心に強い雨が長期間続いた。

一部地域では解析雨量(気象レーダーとアメダス

等の雨量計を組み合わせて、雨量分布を 1km 四

方の細かさで解析したもの)が 2,000 ミリを超え

るなど記録的な豪雨となった(図 1)。その結果、熊

野川水系などで近年例を見ない規模の洪水となっ

た。また、内陸部では、山腹斜面が深く大規模に

崩壊する現象(「深層崩壊」)が発生し、そのうち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の一部では、崩落した土砂が河川をせき止め上流

に湛水した。さらに、紀伊半島南東部では、長い

雨が続いた後に強い雨が降るという、斜面の崩壊

や土石流が発生しやすい降雨状況となり、那智川

沿いなどで土石流が極めて高い密度で発生した。

降雨後にも、「深層崩壊」の土砂が河川をせき止め

た箇所では、湛水量の増加によりせき止めている

土砂が再度流されて土石流となるおそれがあった

ことから、一部地域に警戒区域の設定が行われ、

住民は長期間の避難を余儀なくされた。図 2 に土

砂災害の発生状況を表す。 
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3.代表的な被害 

 

3.1 深層崩壊による被害とせき止めによる二次災

害危険 

この台風により発生した「深層崩壊」のうちの

5 箇所(図 2☆)は、土砂災害警戒区域等における土

砂災害防止対策の推進に関する法律が規定する緊

急調査の対象となった。このうち、十津川村栗平

(☆4)及び赤谷 (☆2)では閉塞土砂の高さは約

120m と評価されている 4)。閉塞箇所の上流には

湛水が進み、水が土砂を越えて流れた場合や、土

砂が緩く内部を地下水が早く流れる場合には、土

砂が再び移動して土石流が発生する恐れがあるこ

とから、下流に警戒区域が設定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 洪水による被害 

熊野川水系では大規模な洪水となり、新宮市熊

野川行政局のある日足地区で 5 名の死者を生じる

などの被害を生じた。また、同行政局は 3 階近く

まで浸水して 4 日 0:30 の防災行政無線による放

送を最後に機能を失い、職員は裏山に待避を余儀

なくされた。田辺市消防本部本宮消防署は、過去

の洪水高さよりもかさ上げしてあったものの 1 階

が浸水し、一時避難を余儀なくされた。熊野川支

流の高田川沿いの新宮市相賀地区では、川そばに

立っていた家屋が流された(図 3)。家屋にいた 2 名

のうち 1 名は、約 2km 下流の熊野川との合流点

にある橋に引っかかり自力で脱出したが、1 名は

行方不明となっている。この地区では他にも 2 名

が死亡した。 

 

3.3 土石流による被害 

那智勝浦町では台風が四国に上陸した後も強い

雨が降り続き、高い密度で土石流が発生した(図 4)。

那智川の氾濫もあり、死者 28 名(うち関連死 3)、

行方不明 1名(2012年 3月 7日現在)という甚大な

被害を生じた。発生した土石流の中で最大の金山

谷川の土石流(図 4 中央南)では、発生直前に自主

避難して被災を免れた事例が「熊野新聞(9 月 27

日)」に寄稿されている 5)。土石流が発生する 1 時

間ほど前に住民が自宅から数百 m 離れた尾根の

上に車で避難したところ、その後自宅は土石流を

受けていたというものである。 
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4.災害対応の時系列 

 

表に、気象警報、災害状況及び対応状況のうち

主要なものをまとめた。気象警報は 1 日から出て

おり、それに対応して、浸水しやすい地域への避

難勧告・指示の発出、山間地の行政局等への職員

の増強や警戒巡視などの対応が取られた。2 日夜

から災害が発生した。過去に浸水した経験のある

地区では事前に避難が行われたものの、経験を超

える降雨により「これまで大丈夫だった」地区も

浸水したことから、被害が拡大した。さらに、道

路の寸断や通信施設等の損傷により、対応が困難

になった。田辺市本宮行政局と田辺市役所の問で

は通信が途絶した。新宮市熊野川行政局も 4 日深

夜に庁舎機能を停止した。那智勝浦町では、洪水

履歴のある太田川水系に対してきめ細かな対応を

取っていた一方、近年顕著な災害が発生していな

かった那智川水系に対しては警戒度合いが低かっ

た。4 日 2 時頃に那智川流域に対して消防隊が下

流から巡視を試みたものの、すでに那智川沿いの

道路が冠水して上流へ向かえない状況になってい

た。消防本部への通報状況から、そのころ多数の

土石流が発生したものと見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.災害対応に係る課題 

 

5.1 避難のタイミング 

表から 3日の午後に避難のチャンスがあった

ことが窺われる。この時間帯には、台風が四国に

上陸しており、紀伊半島から見ると、通り過ぎつ

つあるという認識があったと想像される。実際、

レーダーアメダスを見て「この赤い領域はいつ去

るのか」と思っているうちに事態が深刻化した、

という話を聞いた。この時間帯に、強い降雨が継

続することが予測されていることを、防災対応や

行動を誘発するような情報として提供できれば、

対応に役立ったのではないかと考えられる。 

 

5.2 避難先 

三重県紀宝町下地では、住民自らが危険性を判

断して避難した事例がある 6)。小学校の裏山で土

石流が発生し、小学校の一部と民家を埋没した(図

5)。埋没した家屋の住民(男性)によれば、土石流の

直前、虫が逃げ出し石も転がってきたので、この

谷は危険だと思い、隣の住宅の女性とともに尾根

上の宅地(図 5 矢印)に避難し、難を逃れたとのこ

とであった。土石流発生の 10 分ほど前のことで 
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あったとのことである。 

一方、新宮市南檜杖地区(図 6)では、土石流が 2

方向から到来した。熊野川の水位が上昇してきた

ことから、川沿いの住宅からより高い場所として

この場所に避難されていた消防団幹部を含む 4 名

の方が亡くなった。西側(写真では右)の土石流が

発生した谷には砂防堰堤が設置されており、土石

流の危険性があるとされていたことが分かる。洪

水とともに土石流に対しても配慮した避難先の考

え方が必要とされていることがわかる。 

 

5.3 消防活動の安全性の確保 

先に述べたように、那智勝浦町消防本部は巡視

隊を送ろうとしたものの、道路が既に冠水してい

たことから、那智川流域への進入ができなかった。

万一、進入できていた場合には土石流が頻発して

いるところへ遭遇し、当該隊が困難な状況に陥っ

たであろうことは想像に難くない。水害対応にお

ける巡視活動は危険性が高いこと 7)に留意する必

要がある。また、新宮市では、熊野川の堤防の越

水危険のため、3 日 20:40 以降、川に近い地域か

ら順次避難勧告を発出しているが、なかなか避難

しない住民の説得に時間を要し、消防による避難

誘導が終了したのは夜中の 2 時半すぎで、その頃

には濁流の中を胸までつかったとのことである。

熊野川の堤防は 5 時頃には越水していることが確

認されている。河川水位情報や堤防上への監視員

派遣により安全管理がなされたが、活動停止の判

断基準の整備などが今後の課題と思われる。 

 

 

6.おわりに 

 

経験を超える現象が発生した今回の災害では、

過去の経験に従うだけでは、被害を防ぐことや効

率的に対応することができないことが、改めて明

らかになった。降雨の予測精度や観測密度の問題

も一つにはあるが、経験のない降雨の場合にどの

ようなことが起きうるのか、という観点での危機

管理も防災対応上必要であると考えられる。また、

消防職団員の活動をより安全なものとすべく、地

域で発生しうる災害の危険性(場所や発生条件)の

把握と周知のほか、河川水位や堤防の状況などの

情報を収集し活用した組織的な安全管理及び消防

団も含めた通信機能の充実が必要であると思われ

る。 

 

おわりに 

今回の災害で被災された方々とご家族の方々に

心よりお見舞い申し上げます。困難な活動の経験

を語って下さった新宮市消防本部、那智勝浦町消

防本部、田辺市消防本部の皆様に敬意を表します。 
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